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この見解は、日本学術会議基礎医学委員会神経科学分科会と臨床医学委員会

脳とこころ分科会、移植・再生医療分科会の審議結果を取りまとめ公表するも

のである。  

 

日本学術会議基礎医学委員会神経科学分科会（第 26 期） 

委員長 柚﨑 通介 （第二部会員） 慶應義塾大学医学部教授 

副委員長 上口 裕之 （連携会員） 
国立研究開発法人理化学研究所脳神経科学研

究センター副センター長 

幹 事 藤山 文乃 （連携会員） 
北海道大学大学院医学研究院組織細胞教室教

授 

幹 事 渡辺 雅彦 （第二部会員） 北海道大学大学院医学研究院特任教授 

 後藤由季子 （第二部会員） 
東京大学大学院薬学系研究科分子生物学教室

教授 

 池田 和隆 （連携会員） 

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究セ

ンター精神保健研究所精神薬理研究部部長／

公益財団法人東京都医学総合研究所参事研究

員 

 伊佐  正 （連携会員） 

京都大学大学院医学研究科高次脳科学講座神

経生物学分野教授／自然科学研究機構生理学

研究所長 

 今水  寛 （連携会員） 東京大学大学院人文社会系研究科教授 

 入來 篤史 （連携会員） 帝京大学先端総合研究機構特任教授 

 榎本 和生 （連携会員） 東京大学大学院理学系研究科教授 

 大木 研一 （連携会員） 東京大学大学院医学系研究科教授 

 大隅 典子 （連携会員） 
東北大学経営戦略本部アドバイザー・大学院

医学系研究科教授 

 岡部 繁男 （連携会員） 東京大学大学院医学系研究科教授 

 岡本  仁 （連携会員） 
国立研究開発法人理化学研究所脳神経科学研

究センターチームリーダー 

 上川内あづさ （連携会員） 
名古屋大学大学院理学研究科生命理学専攻教

授 

 河﨑 洋志 （連携会員） 金沢大学医薬保健研究域医学系教授 

 菊水 健史 （連携会員） 麻布大学獣医学部教授 

 久保  郁 （連携会員） 
国立研究開発法人理化学研究所脳神経科学研

究センターチームリーダー 

 銅谷 賢治 （連携会員） 
沖縄科学技術大学院大学神経計算ユニット教

授 

 坂内 博子 （連携会員） 早稲田大学理工学術院教授 

 平田たつみ （連携会員） 
大学共同利用機関法人情報・システム研究機

構国立遺伝学研究所教授 

 宮川  剛 （連携会員） 

藤田医科大学研究推進本部総合医科学研究部

門医科学研究センターシステム医科学研究部

門教授 

 宮田麻理子 （連携会員） 
東京女子医科大学医学部生理学講座（神経生

理学分野）教授／基幹分野長 
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 吉村由美子 （連携会員） 自然科学研究機構生理学研究所教授 

    

日本学術会議基礎医学委員会神経科学分科会（第 25 期）  

 

日本学術会議臨床医学委員会脳とこころ分科会（第 26 期）  

委員長 髙橋 良輔 （第二部会員） 
京都大学学術研究展開センター（KURA）特定

教授／生命・医薬系部門・部門長 

副委員長 加藤 忠史 （連携会員） 順天堂大学医学部精神医学講座主任教授 

幹 事 林 由起子 （連携会員） 東京医科大学学長／病態生理学分野主任教授 

幹 事 古屋敷智之 （第二部会員） 
東京科学大学大学院医歯学総合研究科教授／

神戸大学大学院医学研究科特命教授 

 坂田 省吾 （第一部会員） 
新潟医療福祉大学心理・福祉学部心理健康学

科教授 

委員長 伊佐  正 （連携会員） 
京都大学大学院医学研究科高次脳科学講座神

経生物学分野教授 

副委員長 柚﨑 通介 （第二部会員） 慶應義塾大学医学部教授 

幹 事 大木 研一 （連携会員） 東京大学大学院医学系研究科教授 

幹 事 渡部 文子 （連携会員） 
東京慈恵会医科大学総合医科学研究センター

臨床医学研究所教授 

 西田 眞也 （第一部会員） 京都大学大学院情報学研究科教授 

 川人 光男 （第二部会員） 
株式会社国際電気通信基礎技術研究所脳情報

通信総合研究所長・ＡＴＲフェロー 

 渡辺 雅彦 （第二部会員） 北海道大学大学院医学研究院特任教授 

 池田 和隆 （連携会員） 
公益財団法人東京都医学総合研究所精神行動

医学研究分野長・参事研究員 

 入來 篤史 （連携会員） 帝京大学先端総合研究機構特任教授 

 大隅 典子 （連携会員） 
東北大学経営戦略本部アドバイザー・大学院

医学系研究科教授 

 岡野 栄之 （連携会員） 
慶應義塾大学医学部教授・再生医療リサーチ

センター長 

 岡部 繁男 （連携会員） 東京大学大学院医学系研究科教授 

 岡本  仁 （連携会員） 
国立研究開発法人理化学研究所脳神経科学研

究センターチームリーダー 

 上口 裕之 （連携会員） 
国立研究開発法人理化学研究所脳神経科学研

究センター副センター長 

 上川内あづさ （連携会員） 
名古屋大学大学院理学研究科生命理学専攻教

授 

 見學美根子 （連携会員） 
京都大学高等研究院物質－細胞統合システム

拠点教授 

 合田裕紀子 （連携会員） 
沖縄科学技術大学院大学シナプス生物学ユニ

ット 教授 

 定藤 規弘 （連携会員） 
立命館大学総合科学技術研究機構 教授（特

別招聘研究教員） 

 仲嶋 一範 （連携会員） 慶應義塾大学医学部教授 

 平井 宏和 （連携会員） 
群馬大学大学院医学系研究科脳神経再生医学

分野教授 

 佐倉  統 （連携会員(特任)） 東京大学大学院情報学環教授 
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 尾崎 紀夫 （第二部会員） 
名古屋大学大学院医学系研究科精神疾患病態

解明学特任教授 

 熊谷晋一郎 （第二部会員） 
東京大学先端科学技術研究センター当事者研

究分野教授 

 柚﨑 通介 （第二部会員） 慶應義塾大学医学部教授 

 渡辺 雅彦 （第二部会員） 北海道大学大学院医学研究院特任教授 

 青木 茂樹 （連携会員） 
順天堂大学健康データサイエンス学部長／大

学院医学研究科放射線診断学教授 

 池田 和隆 （連携会員） 

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究セ

ンター精神保健研究所精神薬理研究部部長／

公益財団法人東京都医学総合研究所参事研究

員 

 池淵 恵美 （連携会員） 帝京平成大学大学院臨床心理学研究科教授 

 伊佐  正 （連携会員） 

京都大学大学院医学研究科高次脳科学講座神

経生物学分野教授／自然科学研究機構生理学

研究所長 

 内富 庸介 （連携会員） 
東京慈恵会医科大学がんサバイバーシップ・

デジタル医療学講座産学連携教授 

 大江美佐里 （連携会員） 久留米大学保健管理センター准教授 

 岡部 繁男 （連携会員） 東京大学大学院医学系研究科教授 

 笠井 清登 （連携会員） 東京大学大学院医学系研究科教授 

 萱間 真美 （連携会員） 
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 

国立看護大学校長 

 北中 淳子 （連携会員） 慶應義塾大学文学部・社会学研究科教授 

 齊藤 延人 （連携会員） 東京大学大学院医学系研究科教授 

 鈴木 匡子 （連携会員） 東北大学大学院医学系研究科教授 

 髙橋 英彦 （連携会員） 
東京科学大学大学院医歯学総合研究科精神行

動医科学主任教授 

 内匠  透 （連携会員） 神戸大学大学院医学研究科教授 

 戸田 達史 （連携会員） 東京大学大学院医学系研究科神経内科学教授 

 林  朗子 （連携会員） 

国立研究開発法人理化学研究所脳神経科学研

究センター多階層精神疾患研究チームチーム

リーダー 

 坂内 博子 （連携会員） 早稲田大学理工学術院教授 

 平山 真理 （連携会員） 白鴎大学法学部教授 

 藤井 幸彦 （連携会員） 新潟大学脳研究所脳神経外科学分野教授 

 三島 和夫 （連携会員） 
秋田大学大学院医学系研究科精神科学講座教

授 

 水口  雅 （連携会員） 東京大学名誉教授 

 南  雅文 （連携会員） 北海道大学大学院薬学研究院教授 

 三村  將 （連携会員） 慶應義塾大学予防医療センター特任教授 

 村井 俊哉 （連携会員） 京都大学大学院医学研究科教授 

 山脇 成人 （連携会員） 広島大学特任教授 
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 吉田 眞理 （連携会員） 
愛知医科大学加齢医科学研究所特命研究教

授・名誉教授 

 國井 泰人 （連携会員(特任)） 東北大学災害科学国際研究所准教授 

 

日本学術会議臨床医学委員会脳とこころ分科会（第 25 期）  

委員長 髙橋 良輔 （第二部会員） 
京都大学学術研究展開センター（KURA）特定

教授／生命・医薬系部門・部門長 

副委員長 加藤 忠史 （連携会員） 順天堂大学医学部精神医学講座主任教授 

幹 事 林  朗子 （連携会員） 

国立研究開発法人理化学研究所脳神経科学研

究センター多階層精神疾患研究チームチーム

リーダー 

幹 事 古屋敷智之 （第二部会員） 
東京科学大学大学院医歯学総合研究科教授／

神戸大学大学院医学研究科特命教授 

 坂田 省吾 （第一部会員） 
新潟医療福祉大学心理・福祉学部心理健康学

科教授 

 松井 三枝 （第一部会員） 金沢大学国際基幹教育院教授 

 尾崎 紀夫 （第二部会員） 
名古屋大学大学院医学系研究科精神疾患病態

解明学特任教授 

 川人 光男 （第二部会員） 
株式会社国際電気通信基礎技術研究所脳情報

通信総合研究所長・ＡＴＲフェロー 

 熊谷晋一郎 （第二部会員） 
東京大学先端科学技術研究センター当事者研

究分野教授 

 渡辺 雅彦 （第二部会員） 北海道大学大学院医学研究院特任教授 

 青木 茂樹 （連携会員） 
順天堂大学健康データサイエンス学部長／大

学院医学研究科放射線診断学教授 

 池田 和隆 （連携会員） 
公益財団法人東京都医学総合研究所精神行動

医学研究分野長・参事研究員 

 池淵 恵美 （連携会員） 帝京平成大学大学院臨床心理学研究科教授 

 伊佐  正 （連携会員） 
京都大学大学院医学研究科高次脳科学講座神

経生物学分野教授 

 内富 庸介 （連携会員） 
東京慈恵会医科大学がんサバイバーシップ・

デジタル医療学講座産学連携教授 

 岡部 繁男 （連携会員） 東京大学大学院医学系研究科教授 

 笠井 清登 （連携会員） 東京大学大学院医学系研究科教授 

 神尾 陽子 （連携会員） 
お茶の水女子大学客員教授／神尾陽子クリニ

ック院長 

 萱間 真美 （連携会員） 
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 

国立看護大学校長 

 神庭 重信 （連携会員） 九州大学名誉教授 

 齊藤 延人 （連携会員） 東京大学大学院医学系研究科教授 

 積山  薫 （連携会員） ZEN 大学教授 

 髙橋 英彦 （連携会員） 
東京科学大学大学院医歯学総合研究科精神行

動医科学主任教授 

 内匠  透 （連携会員） 神戸大学大学院医学研究科教授 

 戸田 達史 （連携会員） 東京大学大学院医学系研究科神経内科学教授 
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 林 由起子 （連携会員） 東京医科大学学長／病態生理学分野主任教授 

 坂内 博子 （連携会員） 早稲田大学理工学術院教授 

 藤井 幸彦 （連携会員） 新潟大学脳研究所脳神経外科学分野教授 

 寳金 清博 （連携会員） 国立大学法人北海道大学総長 

 三品 昌美 （連携会員） 東京大学名誉教授 

 三島 和夫 （連携会員） 
秋田大学大学院医学系研究科精神科学講座教

授 

 水口  雅 （連携会員） 
心身障害児総合医療療育センターむらさき愛

育園園長 

 南  雅文 （連携会員） 北海道大学大学院薬学研究院教授 

 三村  將 （連携会員） 慶應義塾大学予防医療センター特任教授 

 村井 俊哉 （連携会員） 京都大学大学院医学研究科教授 

 山脇 成人 （連携会員） 広島大学特任教授 

 吉田 眞理 （連携会員） 
愛知医科大学加齢医科学研究所特命研究教

授・名誉教授 

 國井 泰人 （連携会員(特任)） 東北大学災害科学国際研究所准教授 

 

日本学術会議臨床医学委員会移植・再生医療分科会（第 26 期）  

委員長 澤  芳樹 （第二部会員） 
大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻未来

医療学寄附講座 特任教授 

副委員長 岡野 栄之 （連携会員） 
慶應義塾大学医学部教授・再生医療リサーチ

センター長 

幹 事 岡田  潔 （連携会員） 

大阪大学大学院医学系研究科医学部附属病院 

産学連携クロスイノベーションイニシアティ

ブ特任教授 

 中村 雅也 （第二部会員） 慶應義塾大学医学部整形外科学教室教授 

 村上 伸也 （第二部会員） 大阪大学名誉教授 

 上野 義之 （連携会員） 
山形大学医学部医学部長・大学院医学系研究

科研究科長 

 瓜生原葉子 （連携会員） 
同志社大学商学部教授／同志社大学ソーシャ

ルマーケティング研究センターセンター長 

 大段 秀樹 （連携会員） 広島大学副学長(研究開発担当) 

 髙橋 政代 （連携会員） 株式会社ビジョンケア代表取締役社長 

 田中 里佳 （連携会員） 
順天堂大学大学院医学研究科再生医学主任教

授／医学部形成外科学講座教授 

 江口 晋 （連携会員(特任)） 
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学

専攻移植・消化器外科学教授 

 布田 伸一 （連携会員(特任)） 
東京女子医科大学心臓血管外科学分野特任教
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要     旨 

１ 作成の背景 

 脳科学は、人間を人間たらしめる根源的な機能とその疾患・障害の物質的基盤

の解明を目的としており、常に多くの倫理的課題を内在してきた。なかでも精神

疾患治療は、1940-50年代のロボトミー＊に代表される精神外科やそれに続く60-

70 年代における患者の非人道的扱いを指弾する反精神医学＊運動のような負の

歴史を経験している。一方で 20 世紀終盤以降、脳科学は飛躍的な発展を遂げ、

各国において巨額の予算を投じた脳科学プロジェクトが推進された。21 世紀に

入って新しい発見や技術が次々と生まれるとともに、倫理的課題も多様化して

いる。 

このような状況において、脳科学研究者に求められているのは、①研究の到達

点を非専門家に正しく伝え、②当事者を含む社会の広い層との対話を通じて倫

理的課題を解決し、③過去の負の歴史を繰り返さないようにする姿勢と努力で

ある。本見解において、日本学術会議基礎医学委員会の神経科学分科会、臨床医

学委員会の脳とこころ分科会、移植・再生医療分科会が合同で、「ヒトの脳機能

イメージング研究」「神経オルガノイド研究」「神経再生医療」「神経疾患に対す

るニューロモデュレーション治療」「精神疾患に対するニューロモデュレーショ

ン治療」といった先端脳科学領域における倫理的課題を整理し、課題克服のため

の社会との対話の枠組みの構築を提案する。 

 
２ 現状及び問題点  
 「ヒトを対象とする脳機能イメージング研究」では、大規模データ取得を目指

す国家プロジェクトが多数推進される中で、個人情報保護に加えて、精神神経疾

患の脳科学的説明が個人や社会に与える影響に十分な注意を払う必要がある。

特に脳画像の所見と個人の精神機能が単純に紐づけされると、差別やスティグ

マ＊の形成につながる危険性があることを十分に理解しなければならない。現状

において、未だ精神疾患のメカニズムは未解明であるという事実に立脚して配

慮がなされるべきである。 

 「神経オルガノイド研究」は多能性幹細胞＊等から神経オルガノイド＊と呼ば

れる「組織のようなもの」を生体外で作製する技術が急速に発展したことで盛ん

になった。一部疾患病態の解明が期待される一方、ヒト神経幹細胞＊由来の神経

オルガノイドから意識に関連する神経活動が記録されたと主張する研究者も現

れてきたことは問題だと言わざるをえない。現状での神経オルガノイド研究は

極めて未成熟であり、オルガノイドで観察された所見が実際の脳とどう対応す

るのかについては慎重な検討が必要である。「意識の生成」の必要条件自体が脳

研究の未解明の重要な課題であり、現状で神経オルガノイド単独で「意識」が生

じるとは考えにくい。少なくとも複数の脳領域間の結合と外界との入出力関係
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の成立が必要である。したがって当該分野に関する過剰な反応は抑えつつ、将来

の研究に伴って生じ得る倫理的課題に備える姿勢が重要である。 

 「神経再生医療」については、既に臨床応用が進んでおり、倫理的課題は整理

されつつある。しかし、従来は知・情・意に直接関与しない脳領域の機能の回復

を目指していたのに対し、近年は脳梗塞などにおいて高次脳機能に関与し得る

領域の機能回復も対象となりつつある。この場合、新たな倫理的課題として、例

えば他人由来の神経系細胞が移植され、ホストの知・情・意に関わる神経回路に

組み込まれた場合、また移植片由来の神経細胞が宿主の神経回路でハブ的な役

割を果たす場合、「考えているのは誰か？」という議論が起きるかもしれない。

このような問題は、実際の医療行為におけるリスク・ベネフィットの観点と倫理

とのバランスをとった議論が望ましい。さらに、健常人の能力のエンハンスメン

ト＊に使用される懸念についての議論も必要である。 

 「神経疾患に対するニューロモデュレーション法＊（神経系等に介入する治療

法の総称）による治療」については、新しい技術により個人の脳信号の取り出し

が可能となることでプライバシー侵害や偏見やスティグマを助長する可能性が

懸念される一方、これらが脳にどの程度の変調をもたらすか必ずしも明らかで

はないという問題がある。脳に対する介入が行われる以上、侵襲度や安全性に加

えて、患者個人の権利についても十分な配慮が求められる。すなわち、認知的自

由＊、思考の自由、精神的プライバシー、自己決定といった権利が侵害される危

険性に対する配慮が必要である。 

さらに「精神疾患に対するニューロモデュレーション法＊による治療」につい

ては、明らかに外科的治療に属する治療（脳深部刺激療法(DBS）)から脳に直接

の物理的刺激を与えないで脳活動に変化をもたらす方法（ニューロフィードバ

ック法）まで、その侵襲性は多様である。治療技術のこのような多様性に鑑みる

と、ニューロモデュレーション法の臨床応用の可否は、脳への物理的侵襲の有無

という観点だけでなく、①医学的根拠、②技術的妥当性、③医療職の自律と自己

管理（狭義の医の倫理）、④一般社会からの信頼と受け入れの観点から、個別に

検討することが必要となる。さらに精神疾患に対する適用に際しては、①診断に

使われる生物学的指標（バイオマーカー）＊が限られているために当初認可され

ていた疾患からそれ以外の疾患への安易な適応拡大が行われる危険性を認識す

ること、②精神疾患患者の多くにおいては、治療に同意するか拒否するかに関す

る意思決定能力自体が損なわれている可能性があること、③今日、精神疾患とみ

なされている状態の少なくとも一部は、個性であり人間の多様性とみなすべき

という主張に対し、精神医学のあるべき姿についての哲学を欠いたまま、「治療

法」としてのニューロモデュレーション法＊のイメージと普及が先行することの

危険性、④さらに健常者の機能のエンハンスメント＊のための活用に対する懸念、

といった課題を認識する必要がある。 
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３ 見解の内容 

 高度に専門化、細分化している現代の脳科学において、学術の成果と一般社会から

の要望とに乖離が生じるのはあり得ることであるが、それを放置すれば、その分野の

研究全体が社会からの支持を失いかねない。一方で、科学的に実現可能と思われる

内容に関して議論する場合と、将来実現されるかもしれない内容に関して行う

議論を区別することは重要である。科学的厳密性を守りつつ、社会からのニーズに

対する適切な配慮を忘れないことが専門家集団に求められる。そのためには、脳

科学の推進プロジェクトの課題設定や治療法の策定に際しては倫理的課題を取

り扱う場を必ず設置し、当事者や異分野の専門家、そして市民も含めた審議会の

設置や法的な枠組みなどについて、議論し社会的合意を形成する仕組み作りを

進めることを期待したい。
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１ 序論 

脳科学とは、脳を構成する物質的な要素が、どのようなメカニズムによって、

思考、言語、感覚、運動などの脳の機能、さらにはその疾患を生じさせているか

を明らかにしようとする学問分野である。すなわち、人間を人間たらしめている

根幹となる機能の物質的基盤を解明しようとする営みである。それゆえ、その発

展の過程は、我々の心をより深く理解し、その病を癒すための道筋であったのと

同時に、常に倫理的な課題と切り離せない関係にあった。古くは 1940-50 年代

に行われたロボトミー（前頭葉白質切截術）＊を始めとする精神外科治療に対し、

患者の人格・人権を損なっているとして、強い批判がなされた 1)。また、1960-

70 年代にかけて、精神医療における患者の人権問題の追及に端を発する「反精

神医学＊」が展開された。その後、このような批判は一時的に鎮静化したように

見えたが、今世紀初頭より「神経倫理」に関する議論が活発化してきた。20 世

紀終盤から脳機能イメージング法の開発などの脳科学が急速に発展するととも

に、精神神経疾患研究が深化したからである。日本における近年の神経倫理研究

は、2005 年頃から、国立研究開発法人科学技術振興機構や文部科学省、国立研

究開発法人日本医療研究開発機構等によるプロジェクトの一部として、脳科学

の研究遂行に付随する倫理的諸問題に対処するという目的で推進されるように

なってきた 2)。 

最近 10 年間に様々な国で開始されている大型脳研究プロジェクトの広がりは、

新しい研究領域の創出を生み、脳に対する、より直接的な介入を伴う精神神経疾

患の治療法の開発を現実化させ、難治であるとされてきた精神神経疾患のいく

つかが治療可能になるという期待を芽生えさせている。一方でそのことは、多様

な倫理的な課題を我々に提示するようになってきている。具体的には、脳機能イ

メージング法により、ヒト脳固有の機能に関わる脳の部位と活動が明確になり、

それを脳刺激や薬物によって操作することで脳の構造や活動と認知機能の因果

関係を明らかにする研究が進められている。このような研究が、その過程でプラ

イバシーの侵害やスティグマ＊の問題を生じさせる可能性に関する議論が起き

ている。 

また、様々な再生医療技術の発展により、神経幹細胞＊や多能性幹細胞＊を神

経細胞や脳組織に分化させ、培養・移植に用いることが可能になりつつあるが、

そのような新しい科学技術とその応用も新たな倫理的課題を生じさせている。

さらに脳の信号を操作して神経疾患や精神疾患に介入する治療法に関する倫理

的課題も議論されている。このように、現在脳科学分野において顕在化してきて

いる倫理的課題は多岐にわたる。 

そこで私たち日本学術会議の基礎医学委員会に属する神経科学分科会、臨床

医学委員会に属する脳とこころ分科会と移植・再生医療分科会は連携し、現代の

脳科学の基礎研究・臨床研究と治療法に関わる倫理的課題を整理し、これらの課
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題に対してどのように対処するべきかという問題についての見解を発出するこ

ととした。 

これらの課題は決して国内の脳科学研究者だけの判断で答えを出せる問題で

はなく、国際的な動向を踏まえつつ、様々なステークホルダー、市民との対話を

通じてなされるべきであり、この見解の作成過程においても、一部当事者を含む

脳科学以外の研究者やマスコミ関係者などからの意見を反映させる努力が行わ

れたことを申し添えたい。 

 

２ 神経倫理に関する議論の国際的動向 

 神経倫理学とは、脳科学の発展に伴う倫理的・社会的問題を扱う学問領域と定

義される。近年の脳科学・技術の発展は加速しており、脳科学研究が個々の人間

や社会にもたらす影響は大きい。脳科学研究の推進のためには、それがもたらす

影響の予測、その影響に関する価値判断、並びにその影響に関する社会的合意が

必要となる。 

神経倫理学のニーズは、疾患制御に向けた脳科学研究の展開とともに大きく

なってきた。うつ病、認知症、統合失調症＊などの精神疾患は先進国における障

害調整生命年（Disability-adjusted Life Years: DALY）＊において上位を占め

ており、それらを合わせると医療上・医学研究上最大の標的であると言って差し

支えない。これに対して、2014 年頃から、米国、EU を始めとして各国で脳科学

に関する大型国家プロジェクトが相次いで立ち上がってきた。それぞれに特徴

を持っているが、革新的データ解析技術や情報通信技術と生物学を結びつけて

脳機能ネットワークの全容を解明し、精神神経疾患の解明を目指すという共通

の方向性が見て取れる。2017 年から、脳科学の国際連携を推進する目的で、７

カ国のプロジェクトの連携により International Brain Initiative1という連合

体が発足し、様々な活動の一つに神経倫理に関するワーキンググループが設置

されている。ここにおいて、疾患制御を目的とする脳科学研究における倫理問題

の洗い出しと整理が 2018 年に行われ、以下に述べる「神経倫理５つの問題」と

して提起されており、現在の神経倫理問題を扱う際の枠組みになると考えられ

る 3)。 

[1]データ収集における個人情報保護。これは国によって大きく倫理基準が異な

り、国際的連携において重要な問題になる。 

[2]精神神経疾患の解明過程での疾患の脳科学的説明が個人や社会に与える影

響についてのアセスメント。 

[3]研究対象への倫理配慮が必要となる神経システムの最低限条件（オルガノイ

ド等)から、最もヒトに近い非ヒト霊長類まで、ヒトに限らない実験対象への倫

 
1 https://www.internationalbraininitiative.org/ 
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理的配慮。 

[4]ヒト脳への介入が人間の自律性を始めとする尊厳に与える影響のアセスメ

ント。そのために、行動主体、自律性、自由意志などの定義と評価が必須であり、

介入効果の責任所在についても議論の焦点となる。 

[5]進化する脳科学的テクノロジー使用の文脈。具体的には、臨床応用や社会実

装時の適用判定、認知能力を増進させた場合の安全性、個人に対する実施に関す

る強制性の有無、恩恵を享受できる者とできない者の間の公平性が挙げられる。 

今後、国際的な共同研究を推進するためには、ヒトを直接対象とした研究のみ

ならず、データ共有、動物実験も含めて、様々な側面における倫理基準における

国際協調に向けた取り組みが必要である。したがって、本見解では以下、 

・脳イメージング研究における倫理的課題 

・神経オルガノイド＊研究における倫理的課題 

・神経再生研究・医療における倫理的課題 

・神経疾患に対するニューロモデュレーション法＊における倫理的課題 

・精神疾患に対するニューロモデュレーション法＊における倫理的課題 

を取り上げ、さらに課題解決のための市民との対話の在り方について論じる。 

 

３ 脳イメージング研究における倫理的課題 

(1) 脳イメージング研究の現状 

生体現象を直接観察し、画像化する技術の革新が、現代の生命科学・医科学

分野の発展の強力な原動力となっている。広い脳領域で起きる現象を高い解

像度で高速に取得し、そのデータを大型計算機で解析することで、各部位での

現象の間の因果関係を推定し、生体現象を「機能ネットワークの動態」として

捉えることが可能になりつつある。「ヒトの知能」は脳の局所神経回路と大規

模回路の相互作用によって実現されており、多階層のイメージングがヒトの

知能の理解への突破口を開くと期待されている。そのためにはヒト脳を非侵

襲的に画像化できるヒト脳機能イメージング法が重要である。 

現在最も盛んに用いられている医療画像の起源は 19 世紀末の X 線の発見に

遡る。X 線画像診断は構造情報を与える方法だが、放射性同位元素による代謝

機能計測もほぼ同時期にその起源を見出すことができる。人体の可視化技術

は、1972 年の X 線 CT 装置の発明により、２次元投影像から３次元データ再構

成へと進化した。 

さらに分子科学・生命科学・生理科学が融合することによって、新たな手法

による発展が生まれた。その一つが MRI（核磁気共鳴画像）で、磁気共鳴とは、

原子核のスピン状態を揃えた分子にラジオ波を照射することで、得られた信

号から分子構造や生体情報を明らかにする手法である。1973 年に線形傾斜磁

場による画像化原理＊が確立され、人体の画像化や腫瘍診断へ応用された。 
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もう一つの技術革新が、1990 年に確立された機能的 MRI で、これはヘモグ

ロビンを脳機能の生体内分子プローブとする手法である 4)。これによりヒト脳

機能の可視化が可能となり、機械学習による脳情報読み出しや大規模 MRI デ

ータによる脳機能構造の定量解析を始めとする脳情報科学の飛躍的発展をも

たらした。 

大規模 MRI データによる脳機能・構造の定量解析例として、単施設で MRI デ

ータを多数収集するプロジェクトが推進されている。例えば、米国の Human 

Connectome Project では、ヒト脳回路マッピングのため、専用の MRI 装置を

用いて 1200人のデータを収集して公開している 5)。現在、Lifespan Connectome

や Disease Connectome など後継の世代別研究、複数機種データの収集による

応用・疾患研究が進行中である 6)7)。一方、英国の UK biobank は、2006 年か

ら実施されている一般市民 50 万人を対象とした大規模コホート研究であり、

2016 年から第二期が開始され、10 万人の医用画像データ収集を目指している。

生活習慣病の遺伝と環境の相互作用を明らかにして、疾患早期の imaging 

marker ならびに risk factor を発見することを目指している。現在 44,000 人

の MRI データが収集されている2。また、日本国内においても東北メディカル

メガバンクにおいて多様な健康情報と紐づけられた脳画像情報が収集されて

いる3。 

疾患研究では多施設での共同研究が必要となる。ADNI(Alzheimer's Disease 

Neuroimaging Initiative)はアルツハイマー病、軽度認知障害、健常対照群を

対象とした多施設共同脳イメージング研究で、1800 人の画像を収集している
4。ENIGMA（Enhancing Neuro-Imaging Genetics by Meta-Analysis)5は 35 ヵ

国、250 研究機関、500 名を超える研究者が参加、大規模データ収集型の脳画

像-遺伝子関連解析研究コンソーシアムで、63,000 名以上の臨床 MRI 画像及び

遺伝子を解析し､現在も進行中である。各機関で集積したデータから、メタ解

析に用いるサマリーデータと解析プロトコールを共有する。現在、疾患研究を

中心に 50 以上のワーキンググループがプロジェクトを実施している。 

日本国内でも、精神疾患の病態解明研究と脳機能の分子メカニズム解明を

目指した認知ゲノム共同研究機構が活動しており、脳機能画像と遺伝子解析

を組み合わせた解析を進めている。戦略的国際脳科学研究推進プログラム（国

際脳）6及びその先行プロジェクトの「革新的技術による脳機能ネットワーク

の全容解明プロジェクト（革新脳）7」でも、MRI 脳画像撮像、 臨床データの

 
2 https://www.ukbiobank.ac.uk/ 
3 https://www.megabank.tohoku.ac.jp/ 
4 https://adni.loni.usc.edu 
5 https://enigma.ini.usc.edu/ 
6 https://brainminds-beyond.jp/ja/ 
7 https://bm1.brainminds.jp 
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取得・解析による精神神経疾患(認知症、発達障害、気分障害等)発症メカニズ

ム解明を目指したデータ収集と解析が進められた。そしてこれらのプロジェ

クトは 2024 年より新たに発足した脳神経科学統合プログラム（脳統合）に引

き継がれている8。 

(2) 脳イメージング研究に関わる倫理的課題 

このような大規模 MRI データ取得による脳の機能と構造の定量解析研究が

推進されている現在の倫理的課題として、「データ収集における個人情報保

護」（２ページ[1]）と「疾患の脳科学的説明が個人や社会に与える影響」（２

ページ[2]）が挙げられる。前者においては、データの収集に当たっては同意

の取得とともにデータの利用範囲の制限が重要である。研究開発の基盤とな

るデータベースの構築においては、研究目的と個人情報保護の調和が必要で、

データへのアクセスを多段階にわたり調整・制限する必要がある。「革新脳」

におけるデータベース構築を例に取ると、東京大学が先導する臨床研究グル

ープがデータリソースセンターを管理し、最高レベルの制限では、臨床データ

とリンク可能な MRI データ（すなわち「要配慮個人情報」）は、臨床研究グル

ープまたは倫理的承認を得た密接な共同研究施設で保存・利用され、それ以下

の制限レベルでは、完全に非識別化されたデータが保存されている 8)。プロジ

ェクト推進には、このようなデータ管理システムが必須である。 

一方で、「疾患の脳科学的説明が個人や社会に与える影響」については、精

神疾患の疾患メカニズムは未解明という事実に立脚して配慮がなされる必要

がある。つまり、研究対象となるバイオマーカー候補は、病因やリスクを確実

に特定できるわけではなく、十分慎重に扱われるべきである。個人への影響と

して疾患リスクというレッテル、社会的な影響としてスティグマ＊が危惧され、

これらを避ける努力が必要となる。「革新脳」での具体的取り組みとして、①

バイオマーカー候補を疾患と一対一で対応付けない、②参加者への直接的フ

ィードバックを行わない、③生物種を超えたバイオマーカー探索により生物

学的基盤解明を目指す、という形で進められている 9)。 

日本神経科学学会では、ヒトを対象とするイメージング研究の倫理指針に

ついて 2000 年頃から取り組んできた9。まず、ヒト脳機能の非侵襲的研究の対

象となる被験者の安全・同意・プライバシーを確保し、研究から得られた新知

識を一般社会に正確に伝えることから開始した。2009 年には、臨床研究指針

として国から示された原則に合致した具体的対応指針へと改訂を行い、2019

年には、近年の脳科学研究の展開に伴って増加してきているニューロフィー

ドバック、 ブレイン・コンピューター・インタフェース（BCI）など医学系研

 
8 https://brainminds.jp 
9 .https://jnss.org/human_ethic?u=a05c7a9403e0eabe9cc3313fb699b5f7 
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究との近接例への対処を盛り込んだ改訂が行われた。指針の目的は、一貫して

学会員が倫理問題について十分な知識を持ち、日常の研究にそれらを適用で

きることである。これらの取り組みの上位にある、日本におけるヒトを対象と

した研究の規制は、遺伝子解析研究に関する倫理指針から始まって、「人を対

象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」10へと統合されており、現

在は、臨床研究法、再生医療関連法とともに、遵守することが求められている。 

 

４ 神経オルガノイド研究における倫理的課題 

(1) 神経オルガノイド研究の現状 

発生生物学分野の発展とともに生命の形態形成・組織構築の原理が解明さ

れてきた。発生過程において、神経管という管状の構造の中で、パターニング

因子の作用に応じて領域化されることで、前後軸に沿って頭側から終脳(大脳

皮質、海馬などを含む)、間脳(視床下部や神経網膜を含む)、中脳、後脳(小脳

を含む)、脊髄から成る中枢神経が形成される。中枢神経と体を繋ぐ神経細胞

は末梢神経系に分類される。以下、本論ではこの定義に則って記載する。 

1981 年のマウス胚性幹細胞(ES 細胞)の開発に始まり、マウス及びヒト由来

の ES 細胞・人工多能性幹細胞(iPS 細胞＊)といった身体内のあらゆる細胞に分

化する能力を有する多能性幹細胞＊が開発されたことで、発生生物学により明

らかにされてきた発生過程の生体外での再現という新たな研究分野が開拓さ

れた。2000 年代初頭より多能性幹細胞＊から２次元での神経細胞の分化誘導が

報告され始めたが、2000 年代後半より多能性幹細胞＊を用いた培養技術によっ

て、発生期の生体で見られる３次元構造を有する神経組織の培養環境下での

作製が報告されるようになった。このような組織は近年、神経オルガノイド＊

と呼称されている。 

神経オルガノイド＊の中でも特に、大脳オルガノイドの研究が発展するきっ

かけになった出来事として、2015 年に南米を中心に発生したジカ熱の流行が

挙げられる。ジカウイルスに感染した妊婦から小頭症＊の胎児が生まれること

が報告され、その後北米への伝播が懸念されたことから米国を中心に高い注

目を集めた。この際、胎児脳におけるジカウイルス感染のモデルとして大脳オ

ルガノイドが用いられ、TLR3 阻害剤、イベルメクチン、デュラマイシンなど

の治療薬候補の探索が行われた。必ずしも実臨床につながったわけではない

が、大脳オルガノイドの疾患モデリング研究に関する役割が確立された 10)-12)。 

生きた３次元のヒト神経組織というプラットフォームが生まれ、ヒト神経

発生の研究や種間の比較による進化学的研究などの基礎研究だけでなく、従

来困難であったヒト精神神経疾患の組織レベルでのメカニズムへのアプロー

 
10 https://www.mext.go.jp/a_menu/lifescience/bioethics/seimeikagaku_igaku.html 
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チが飛躍的に進むと期待されるようになった。大脳オルガノイドを用いた疾

患モデルとして、小頭症＊、自閉スペクトラム症＊、統合失調症＊、Rett 症候群、

神経膠芽腫、アルツハイマー病などの報告がされている。一方で現在の神経オ

ルガノイド＊研究には技術的課題もある。現在は大きさとして４-５mm 長径を

超えるとオルガノイド内部を中心に自壊が誘発されることで培養継続日数に

限界が生じ、成熟度も培養日数に依存する。培養開始時に神経を特異的に誘導

する因子を加えるため、非神経組織の誘導を同時に達成しにくいという限界

も存在する。このため血管構造が形成されず、これは神経オルガノイド＊の成

熟度にも影響を及ぼす。また、髄膜などの外部支持組織も形成されない。した

がって、複数の領域を生体と同様に形成させて外部環境と相互作用できるほ

どの入出力関係の形成を可能とすることは困難である。 

このような限界を克服する目的で、当該研究分野では、①オルガノイドの培

養手法を改良することにより、より生体構造に近い構造を作製する研究、②疾

患モデリング研究・創薬研究、③異なる領域をそれぞれ次元分化誘導し、それ

らを結合させて複数領域の神経回路を構築するアセンブロイド研究＊、④組織

の成熟化や治療を目的とした神経オルガノイド＊の生体脳や組織切片への移

植研究、⑤種間での比較による進化研究、⑥人工知能などの外部回路との接続

を試みる研究、等が行われている。 

(2) 神経オルガノイド研究に伴う倫理的課題 

前節で概観したとおり、神経オルガノイド＊研究は発展の途上にあり、それ

に伴う倫理的課題は、研究の現状や技術的課題、そして今後の展望を踏まえつ

つ、科学研究の発展に即した段階でその都度考えていくことが重要である。現

時点での神経オルガノイド＊は、前述のとおり、発生期における神経組織のあ

る時点での構造や機能の一部を模倣したに過ぎず、外部との関係性の学習を

通じた高次の脳機能獲得が可能といった段階からは程遠く、応用研究として

の適応範囲は限定的である。したがって、2026 年の時点において、幹細胞研

究や動物移植研究などに関する既存のガイドラインや法律を遵守して行われ

る神経オルガノイド＊研究は、倫理的に新たな課題を生むような段階にあると

は考えにくい。 

国際幹細胞学会の 2021 年版ガイドラインにおいても、中枢神経組織オルガ

ノイドに意識や痛覚があることを示す生物学的エビデンスはないため、専門

的監視プロセスを必要とするなどの懸念事項は示唆されないと指摘している
13)。この前提に立った上で、神経オルガノイド＊研究の将来展望を踏まえて、

研究者が注意を払うべき想定可能な倫理的問題を以下に記載する。 

まず想定されることとして試料提供時のインフォームド・コンセントの問

題が挙げられる 14)15)。前述の技術的課題から、オルガノイドの現状は幹細胞研

究における生物試料の範囲を超えるようなものではなく、脳組織の機能の実
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体を反映しているものとはいいがたい。しかし今後、より長期成熟や複雑化を

伴う神経オルガノイド＊研究が進展した場合、生体のヒト脳組織に近似性の高

い組織が誘導できる可能性は否定できない。ヒト脳組織と近似性の高い組織

の実現及び高度な応用が見込まれる場合、分化誘導の元となるヒト生物学的

試料の提供に関するインフォームド・コンセントに、神経オルガノイド＊に関

する条項を新たに追加する必要があるか否かの議論が求められる。 

次に、動物への移植に関する倫理的問題が挙げられる。ヒトの中枢神経オル

ガノイド＊を動物へ脳内移植することは異なる動物種の脳が混在した状態の

脳を作製することに繋がる可能性がある。その場合、どの程度の割合までヒト

細胞の移植が許容されるのか、どの領域への移植はホストの脳機能への影響

が大きく、懸念の対象となり得るかなどについて、一定のコンセンサスの形成

が必要であろう。ここでは、神経オルガノイド＊の移植に関する指針に関して、

神経領域での胚盤胞補完法における指針など、先行事例との整合性をとるこ

とも重要である。 

さらに応用研究においては、患者由来の iPS 細胞＊を用いた疾患モデリング

研究や治療目的での移植研究が一層活発化している中、どの段階の結果を基

に患者を対象としたクリニカル・トランスレーション＊に進んでよいかという

議論が必要である 16)。神経オルガノイド＊から得られた治療可能性を示唆する

結果と実際の臨床応用をどのようにつなぐかという議論は、既存の動物モデ

ルを用いた疾患研究や培養細胞を用いた研究と共通した内容になるが、従来

は、精神神経疾患におけるヒトの培養モデルが限られていたことから、特に最

初にヒトに適用する際の判断には慎重な姿勢も求められるだろう。一方で、治

療可能性が極めて限定的であった精神神経疾患患者にとって、前述のように

神経オルガノイド＊研究は新たな希望の礎ともなっており、当事者・家族の意

見も十分尊重される必要がある。この観点から、神経オルガノイド＊を用いた

基礎研究から臨床応用に関する法令・指針作成及びそれに関連した議論など

において、患者・市民参画(Patient and Public Involvement: PPI) ＊は不可

欠である。 

さらに、将来、より複雑で成熟した中枢神経オルガノイド＊の作製が可能に

なったとすると、そのような組織が意識を持つのではないかといった懸念や、

より完全に近い「考える脳の創出」の是非について議論する必要も生じるだろ

う。この場合、意識そのものの定義や、意識の検出に関する方法論的問題など、

様々な事案についての検討が求められると考えられる。その際にも、オルガノ

イド研究に携わる基礎研究者、臨床医学研究者及び人文科学の専門家などが

参画して、用語の定義等に関する分野横断的なコンセンサスを得つつ、患者・

市民の視点や意見も交え、地道に議論を前進させる姿勢が求められる。 
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５ 神経再生研究・医療における倫理的課題 

脳科学領域の神経再生研究・医療に関わる倫理的課題について、（1）歴史的

考察、（2）移植用細胞ソース、（3）治療標的部位・神経回路と対象疾患、（4）

遺伝子治療・ゲノム編集等先端医療、の各観点からまとめてみる。 

(1) 神経再生研究・医療に関する歴史的考察 

ヒト神経疾患への神経組織移植は、既に 1987 年にスウェーデンのルンド大

学のグループにより、パーキンソン病＊患者に対して、胎児中脳腹側部を使い

実行されている。この移植手術により運動機能や PET イメージングでのドパ

ミン放出の改善などが報告された 17)。パーキンソン病＊においては、中脳黒質

ドパミン細胞に進行性変性が起き、やがて薬剤Ｌドーパによる治療効果が減

弱するため、ドパミン補充療法は、パーキンソン病＊の根治療法ではない。一

方、一人のパーキンソン病＊の患者の移植に数体の胎児脳が必要になり、治療

用胎児脳の確保が困難であるとともに、大量の中絶個体由来組織を使用する

という倫理的問題もあり、一般医療になっていない。 

この長い経験を基に、再生医療への関心が高まっており、実際にヒト多能性

幹細胞＊（ES 細胞、iPS 細胞＊を含む）由来のドパミン細胞の移植が開始され、

2025 年 4 月に第一相・二相の臨床試験の成功が報告された 18)。 

(2) 移植細胞ソースについて 

神経系の再生医療で用いられる細胞ソースには、胎児由来神経組織、胎児由

来神経幹細胞＊、ES 細胞、iPS 細胞＊、間葉系細胞と血液由来細胞などがあり、

各々の細胞調達における倫理的課題と作用機構について述べたい。 

胎児由来神経組織：上述のように、歴史的には胎児由来神経組織は、パーキ

ンソン病＊への実験的治療として使用された経緯がある。米国での二重盲検試

験でプラセボ群と細胞移植群の間に有意な治療効果がなかったことや、一人

の患者に数体の中絶胎児由来の脳組織が必要という倫理的懸念から、胎児由

来神経組織を用いずに、幹細胞由来のドパミン細胞移植を目指す趨勢が強く

なった。現在では、以下のようにヒト多能性幹細胞＊由来ドパミン細胞を用い

たパーキンソン病＊治療に取り組む国際コンソーシアム「GForce-PD」が結成さ

れつつある11。 

胎児由来神経幹細胞：これは胎児由来神経組織そのものではなく、胎児由来

神経組織に含まれる神経幹細胞＊を試験管内で増殖させた細胞集団を意味す

る。神経幹細胞は、継代培養による増幅が可能ゆえ、一人の患者の治療に胎児

組織が数体分必要という状況は回避できる。米国ベンチャー企業により、代謝

性疾患の Batten 病＊、白質形成不全症の Pelizaeus Merzbacher 病＊、脊髄損

傷あるいは筋萎縮性側索硬化症(ALS) ＊等の疾患への移植の臨床試験が行われ

 
11 http://www.gforce-pd.com 
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ている 19)。我が国では、胎児由来神経組織自体を使わないとはいえ、中絶胎児

由来の神経組織に含まれる神経幹細胞＊を増殖させて用いるため、倫理的問題

を払拭しきれないという懸念から、2006 年に定められた厚生労働省の「ヒト

幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」では、胎児由来幹細胞は指針の対象外

で、臨床研究で使用不可となった。当該指針は現在使われておらず、「再生医

療等の安全性の確保等に関する法律」に引き継がれたが、そこでは胎児由来幹

細胞の臨床利用の是非については明確に記載されていないというのが現状で

ある12。 

ES 細胞：ヒト ES 細胞は、初期胚の内部細胞塊から樹立されるため、「生命

の萌芽」と考えられ、これを用いた基礎研究は文部科学省の「ヒト ES 細胞の

使用に関する指針」に基づき行われる。一方、同細胞を用いた臨床研究は、「ヒ

ト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」に基づき、当初は我が国では行えな

い状況であったが、2013 年頃から指針の改正により、これが可能となった。

この当初の指針による措置が、我が国における多能性幹細胞＊を用いた再生医

療の出遅れを招いたのではないかという議論がある 20)。2014 年に「ヒト幹細

胞を用いる臨床研究に関する指針」が撤廃され、臨床研究については「再生医

療等の安全性の確保等に関する法律」、治験については「医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」に基づいた規制・

管理が行われている。 

iPS 細胞＊：2007 年にヒト由来の iPS 細胞＊が山中伸弥氏によって報告され

て以来、初期胚を用いずに、多能性幹細胞＊を調製することができるようにな

ったことから、大いに注目されている。特に、ヒト ES 細胞を用いる規制が強

い我が国においては、その期待が強く、ヒト ES 細胞を用いた臨床試験が出遅

れた分、ヒト iPS 細胞＊を用いた臨床試験（臨床研究、治験）は世界を先導し

ている 21)。神経系領域では、パーキンソン病＊や脊髄損傷に対するヒト iPS 細

胞＊を用いた医師主導治験あるいは臨床研究が、我が国において世界に先行し

て行われている 16)。一方、iPS 細胞＊については、体細胞をリプログラムさせ

て人工的に作製した細胞であり、安定性に関する懸念があり、慎重な安全性試

験が必要である 22)。実臨床では、自家 iPS 細胞＊と他家 iPS 細胞＊の両方が使

用される可能性があり、後者では、次項「（３）治療標的部位・神経回路と対

象疾患について」に記した「知・情・意の主体」に関する問題がある。 

間葉系細胞と血液由来細胞：これらの細胞は、移植後神経組織として生着せ

ず、サイトカイン＊や EV(Extracellular Vesicle) ＊を分泌し、神経保護や炎

症・免疫制御に関わり、その多くが移植後比較的短時間で消失すると考えられ

ており、他家移植であっても、他人由来の神経細胞が脳内に生着する可能性は

 
12 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80ab3649&dataType=0&pageNo=1 
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低い。神経疾患についてもこれらの細胞を用いた臨床試験や承認申請が進ん

でいる。 

(3) 治療標的部位・神経回路と対象疾患について 

従来、神経系の再生医療は脊髄損傷、パーキンソン病＊、筋委縮性側索硬化

症(ALS) ＊といった疾患を対象に、知・情・意に直接関与しない脳領域の機能

回復を目指していたが、最近は脳梗塞などにおいて、これらの高次脳機能に関

与し得る領域・疾患も対象となりつつある。他方、パーキンソン病＊や ALS の

類縁疾患における認知機能障害にも注目が集まっている。特に他家移植で、他

人由来の神経系細胞が移植され、それがホストの知・情・意に直接関わる神経

回路に組み込まれた場合、また移植された graft＊由来の神経細胞が宿主の神

経回路の中でハブ的な役割を果たす場合、「考えているのは誰か？」という議

論が起きてくるかもしれない。実際の医療現場におけるリスク・ベネフィット

の観点と倫理とのバランスをとって議論する必要がある。 

特に今後、多能性幹細胞＊由来の神経オルガノイド＊の生体脳への移植も神

経疾患の治療の選択肢に入ってくるという予想もあるが、現時点では概念実

証＊を得る前の段階である。脳梗塞等への細胞・組織移植においては、これま

でに行われてきた非ヒト霊長類のパーキンソン病＊などの疾患モデルへのヒ

ト細胞の移植と異なり、知・情・意に関わる大脳皮質領域への移植が必要とな

るであろう。この問題に関しての生命倫理的議論はまだ萌芽段階であるが、実

臨床につながりうるような概念実証＊の成果が見られるようであれば、具体的

な議論を進める必要がある。 

(4) 遺伝子治療・ゲノム編集など先端医療について 

胎児由来神経幹細胞＊や多能性幹細胞＊由来神経系細胞の臨床試験が開始さ

れる中、脊髄筋萎縮症に対してアデノ随伴ウイルスベクターを用いた遺伝子

治療薬であるオナセムノゲンアベパルボベク（ゾルゲンスマ）が承認され、遺

伝子治療法ゲノム編集(ex vivo)技術等の先端的治療法も日進月歩である。神

経前駆細胞を用いた脊髄損傷や神経系の難治性疾患に対する再生医療の開発

が期待されており、いくつかの臨床試験が開始されている。また、最近、Baloh

らによって遺伝子操作した神経前駆細胞を用いた ex vivo 遺伝子治療＊が臨床

で開始され、高い治療効果が報告されている 23)。 

このように、次世代型神経前駆細胞移植治療の時代が幕を開けつつある。ALS

に対する GDNF＊発現神経前駆細胞を用いた臨床試験は、遺伝子操作された神経

前駆細胞を用いた ex vivo 遺伝子治療＊を臨床の場で開始するための扉を開け

たと言える 24)。神経疾患に対する ex vivo 遺伝子治療＊の候補となる機能性分

子は、神経栄養因子や特定のニューロンへの分化を誘導する分子、軸索再生誘

導因子、合成シナプスオーガナイザーなど様々なカテゴリーに分けられる 25)。

まもなく、化学遺伝学的または光学遺伝学的ツールを発現する神経前駆細胞
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を用いた神経系の再生医療が始まることも期待されている。これらのツール

は従前の神経前駆細胞による治療能力を向上させることが動物実験などで示

されており、これまで治療法がなかった疾患についてのアンメットメディカ

ルニーズ＊を克服できるものと期待できる。 

また、in vivo ゲノム編集法により、特定の遺伝子を特定の細胞で発現させ

る技術やその臨床応用の開発が進んでいることも注目に値する。その一方、こ

れらの先端的な治療法は、正常神経機能のエンハンスメント＊に繋がるもので

あり、適応については十分な議論が必要である。 

 

６ 神経疾患に対するニューロモデュレーション法における倫理的課題 

(1) 神経疾患に対するニューロモデュレーション法の現状 

ニューロモデュレーション法＊は、侵襲的あるいは非侵襲的に神経や筋に介

入することで運動障害疾患や慢性疼痛等の治療や脳梗塞・脊髄損傷後の機能

回復を促す治療法である。具体的には、痛みの軽減、運動機能の改善、言語や

意思伝達機能の補完、最近では記憶や集中力の向上、さらに恒常性の改善を目

的とするものも考案されている。標的器官としては、脳、脊髄、末梢神経、さ

らに筋肉が挙げられる。この中でも脳に対する介入は特に重要な倫理的な問

題を孕んでいる。 

ニューロモデュレーション法＊は、低侵襲型と侵襲型に分けられる。侵襲型

のものとしては、熱や超音波で神経、特に中枢神経に不可逆的な破壊巣を作成

するものが挙げられる。脳深部破壊術＊、てんかん焦点凝固術＊、疼痛に行う脊

髄後根侵入部破壊術＊、集束超音波治療＊などがこれにあたる。他には、体内に

機器を埋入して電気刺激や薬物投与により神経機能を調節するものがある。

脳深部刺激療法(deep brain stimulation: DBS)、脊髄刺激療法、てんかんに

対する迷走神経刺激療法が日本では実施可能である。また、薬物投与は体内植

え込み型ポンプを用いたバクロフェン＊髄腔内持続投与療法がある。 

低侵襲なニューロモデュレーション治療としては、経頭蓋磁気刺激＊、経頭

蓋直流電気刺激、ジストニア＊など不随意運動＊に対するボツリヌストキシン
＊の投与、今後の臨床応用が期待されるものとして反復性経頭蓋磁気刺激

(rTMS: repetitive transcranial magnetic stimulation)、経頭蓋直流刺激

（tDCS: transcranial direct current stimulation）＊、経頭蓋交流電流刺

激（tACS: transcranial alternating current stimulation）などが挙げられ

る。 

他に臨床現場では治療や診断の目的で脳の生理的な活動記録も行われてい

る。侵襲的な手法で脳信号を取り出す方法として、頭蓋内電極留置術があり、

脳表に電極を留置するもの、脳内に電極を穿刺するものがある。特に後者に分

類できる、定位的頭蓋内脳波＊電極留置術が近年日本に導入され、用いられる
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機会が急速に増加している。これらの頭蓋内電極からの脳波＊はノイズが少な

いため極めて高周波の成分までの解析ができることが特徴である。低侵襲な

方法としては脳波＊、脳磁図＊、機能的 MRI、機能的近赤外分光法（fNIRS）＊な

どによって脳から信号を取り出して脳への刺激やニューロフィードバックに

変換する方法がある 26)。 

ニューロモデュレーション法＊の中でも、脳の活動状態を被験者に単純な指

標としてフィードバックして、被験者自らが念じてその指標を変化させるよ

うに促すニューロフィードバック治療を行う際には、脳から取り出した信号

が利用される。侵襲的に頭蓋内に留置した電極からの高時間分解能の脳信号

（頭蓋内脳波）を用いて脳活動から必要な情報を抽出するデコーディング技

術が発達し、ヒトの運動、感覚、認知などと脳信号を相関させることが可能と

なってきている。これが、ブレイン・コンピューター・インターフェース（BCI）

法＊の基礎として発展している。BCI とは、感覚器、末梢神経、筋肉などを介

して脳と機械の直接的コミュニケーションを可能にする技術であり、様々な

用途に活用できる可能性が考えられている。そこでは、収集した脳信号を処理

し、人工知能や特徴量＊を用いた機械学習を利用して解析することとなる。BCI

は身体の一部の機能が失われた患者を対象として機能の補完に利用されるだ

けでなく、非侵襲的に用いることでエンハンスメント、教育、スマートホーム、

セキュリティ向上などの用途にも応用されている 27)。 

実臨床では、侵襲的 BCI は筋萎縮性側索硬化症(ALS) ＊や脊髄損傷等の麻痺

に対する新たな治療法として検討されている。脳信号を用いて運動を補完す

るロボットを制御することやコンピューターを利用して意思の表出が困難な

患者の意思伝達を可能にする技術が報告されている。侵襲的 BCI は出血、アレ

ルギー反応、感染症、機械の故障などの合併症を伴う可能性があるため、患者

の適応の決定や取り扱いをより慎重に行う必要がある。しかし現段階では、侵

襲的 BCI の研究は進んでいるが、汎用性のある医療機器には至っていない。今

後デコーディング技術とともに、必要な情報を脳刺激に変換するエンコーデ

ィング技術の進展、電極埋め込み機器の開発が期待される 26)。 

脳深部刺激療法(DBS)＊も従来の一方的に脳に刺激を加える方法だけではな

く、最近は電極留置部位の局所電場電位（Local field potential; LFP) を測

定し、変化に応じて刺激条件を変化させることができる閉ループの adaptive 

DBS が実現されている。また、LFP データの蓄積も可能となっている 28）。 

(2) 神経疾患に対するニューロモデュレーション法の課題 

神経疾患に対するニューロモデュレーション法＊は、上記のように脳を含む

中枢神経に可逆的あるいは不可逆的な介入を行うことで、個人の脳の信号を

取り出すことができる。可逆的な介入であっても、目的、目的外にかかわらず

どの程度の変調を脳にもたらすかは明らかでないことが多い。脳に介入する
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技術の発達により、ニューロモデュレーション法＊を始めとするニューロテク

ノロジーの普及に伴い発生しうる事態に対応するため、神経倫理学や神経法

学の分野では、ELSI＊や責任ある研究とイノベーション(Responsible Research 

and Innovation: RRI＊）が盛んに行われるようになり、一定の法的対応が模

索されている 29)。日本では、一般に、憲法において「個人の尊重」「個人の尊

厳」「思想・良心の自由」が定められているが、このような脳科学技術がもた

らしうる特定の法的課題に対応した法律や規制制度が設けられてはいない。

それに対して国際社会では法的・倫理的な政策提言や勧告が盛んに提案され

ているところである 30)31)。ここ５年ほどに限ってみても、OECD（2019 年）、

UNESCO（2024 年）、国連人権理事会（2024 年）といった国際機関が勧告や報告

書（あるいはその原案提示）を発出している。それらの国際動向を概観すると、

以下のような概念を通じた法的対応が有力に提案されている。 

①認知的自由＊（cognitive liberty）:神経系を中心とする認知過程全般の基

本的自由を保障するもの。認知過程への操作・介入を排除する消極的な自由と

脳科学技術の使用を求める積極的な自由の両面がある。 

②思考の自由（freedom of thought）：我が国の「思想・良心の自由」（憲法 19

条）に相当するが、「思想」や「良心」という実体的な作用のみならず、広く

思考過程全体を対象とする。 

③精神的プライバシー（mental privacy）：私生活上の秘密の保障と異なり、

精神作用（神経系）の核心的領域の自己管理権を指す。 

④（医療上の）自己決定（self-determination）：主に患者の自己決定権を指

す。 

臨床現場で、患者が効果や副作用、個人情報に係るリスク等を正しく理解した

上で治療への参加を自由に選択することができるかという課題が想定される。

一般的に、運動症状の改善については受け入れやすい治療であると考えられ

るが、その侵襲度により患者の意思の判断は変化する。DBS の導入当初にも多

くの研究がなされたように、新規のニューロモデュレーション治療により起

こりうる認知や情動に関わる副作用についての説明、あるいは長期に行う場

合の効果や脳への影響についての説明をどのように行うべきかという課題が

ある。 

また、ニューロモデュレーション治療により患者が正常を超える機能を獲

得するのではないかという懸念がある。さらに、疾病による機能低下を対象と

するのではなく、健常者の機能の拡大を目的に行うことにならないかという

問題が挙げられる。医療技術をこのように用いることを「治療（トリートメン

ト）」と対比的に「増強（エンハンスメント）」＊と呼び、それぞれ「認知的」

「身体的」エンハンスメント＊などと呼ばれる。 

脳波＊、脳磁図＊、機能的 MRI などの非侵襲的な方法に加えて、侵襲的に頭
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蓋内に電極を留置することにより、高精度な脳信号が取得できる。また最近で

は閉ループの DBS＊が導入され、脳信号を記録し外部に転送できるようになっ

ている 32)。このようにして脳の各部位から得られた脳信号が、治療の目的に

使用されるだけでなく、患者の感情、思考、気分などの個人の私的な情報を読

み取るために用いられる可能性、つまり、個人の知られたくない情報を他人に

知られてしまうのではないかとの懸念がある。加えて、長時間の記録により、

個人の日常生活の内容が明らかにされる可能性が指摘される。さらには、この

信号の解読が当人に対する偏見やスティグマ＊などを助長する可能性が懸念

される。これらは、認知的自由＊の権利、心理的連続性＊の権利、精神的プライ

バシーの権利あるいは精神の不可侵の権利に関連する。 

ニューロモデュレーション治療の全般に共通する部分も多いが、特に侵襲的

BCI の臨床応用に当たっては、以下の点を考慮する必要がある。 

ａ.診断、治癒、緩和治療、予防など、具体的な医療上の利益 

ｂ.起こりうる障害や副作用 

ｃ.侵襲的 BCI をより理解し、患者の心理的受容性を向上させるための援助 

ｄ.BCI 治療後の予後をより正確に把握するための支援 

ｅ.侵襲的 BCI がうまくいかなかった時の解決方法 

現在、侵襲的 BCI 治療法は未だ開発の初期段階である。将来、脳情報のデコ

ード・エンコード研究、電極等を埋め込む機器などの技術開発などにより、脳

への情報の「読み取り」だけでなく、さらには「書き込み」までも実施される

ことが予想されている 26)。「読み取り」には、上述のようなマインドリーディ

ング、ブレインハッキング、ブレインフィッシングなどと呼ばれる問題がある。 

一方で「書き込み」にも「脳科学の進歩を享受することや治療を選択するこ

と」に関連する認知的自由の権利、あるいは「好みや言動や性格が時間を通じ

て一貫した人間であり続けること」に関連する心理的連続性＊の権利などがよ

り慎重に検討されなければならない。BCI の研究と治療介入への応用は、マイ

ンドコンディショニングと呼ばれる心の条件付けだけでなく、人格、スティグ

マ＊、自律性、プライバシー、安全、責任、正義に関する問題を孕むことにな

る 33)。すでに人工知能（AI）がこの分野の開発に広く利用されており、AI に

よる脳データの解析や予測、AI と脳の直接的なインターフェースなどの開発

が進んでいる 34)。これらの技術革新は今まで以上のスピードで、これらの倫

理的な問題を投げかける可能性がある。 

AI と脳の接続の他にも、BCI を介して、２つの脳を直接通信させ、片方の個

人の脳の意思決定情報を用いて他方の脳活動を操作することで、共同作業を

して問題解決に当たらせる技術としての「Brain to Brain Interface」または 

「ブレインネット」の基礎研究が開始されている。これらの技術で接続された

個人は、本人の本来の意思で自由に行動しているのか、自己決定権があるのか、
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思考や記憶に信憑性があるのかという疑問が残る。このような状況下での行

動に対しての個人の責任については議論が必要である 35)。 

 

７ 精神疾患に対するニューロモデュレーション法における倫理的課題 

(1) 精神疾患に対するニューロモデュレーション法＊の現状 

神経疾患に対するニューロモデュレーション法＊が持つ神経倫理的課題に

ついて述べた第６章に続き、ここでは精神疾患について述べる。とはいえ、神

経疾患と精神疾患の間には明確な線引きがあるわけではない。そのため、精神

疾患を対象としたニューロモデュレーションに関する神経倫理的課題は前章

と共通する部分も大きい。用いられる具体的手技についても共通するため、安

全性を含む技術的な妥当性についても、多くの点で前章の議論と共通する。 

一方で、精神疾患において特に重視すべき論点がいくつかある。今日、精神

疾患に対するニューロモデュレーション法＊として臨床応用されている、ある

いは臨床応用が検討されている代表的な方法には以下が挙げられる。 

まず 1990 年代に登場した DBS は、脳に直接電極を挿入する治療法であり、

重症の強迫症＊に対する治療法として用いている国がある。修正型電気けいれ

ん療法(mECT: modified electroconvulsive therapy)は、全身麻酔下で脳を

刺激し、てんかん性の脳活動を誘発することによって治療効果を得る治療法

であり、治療抵抗性うつ病の標準的治療のひとつである。反復経頭蓋磁気刺激

(rTMS)は、うつ病への新規の治療法として登場したが、mECT よりは限局した

脳領域に刺激を与える。他に、神経疾患の項でも触れた経頭蓋直流刺激（tDCS）、

経頭蓋交流電流刺激（tACS）、難治性てんかんに臨床で用いられている迷走神

経刺激療法（VNS: vagus nerve stimulation）が、精神疾患に対する新規治療

法として期待されている。 

ニューロフィードバック法は、治療を受ける本人が自らの脳活動を一定の

方向へ誘導することによる治療効果を期待する技術であり、現在では研究段

階ではあるが、臨床応用が期待されている。これは、広い意味では、人間の脳

を機械や人工知能とつなぐ BCI の一種であるが、作用のメカニズムは未解明

であり、その結果には予測不能な部分がついて回る。従って、倫理的には、「機

械によって人間の心の予期せぬかたちで操作してしまう」という潜在的な危

険を孕んでいる。 

(2) 精神疾患に対するニューロモデュレーション法に関する課題 

精神医学でニューロモデュレーション法＊について考える際、1940~50 年代

にかけて広く実施されたロボトミー＊に代表される「精神外科」の歴史と切り

離すことができない。勿論、今日のニューロモデュレーション法＊は安全性へ

の配慮などにおいて往時の「精神外科」と同列に論ずることができないが、精

神外科の栄枯盛衰の歴史の中で論じられた倫理的論点 1)37)は今日のニューロ
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モデュレーション法＊とも共通する。過去から学ぶべき教訓として、「術者の資

格・手術の品質管理が厳密に行われなかったこと」「医学的根拠が曖昧なまま

不適切に拡大されたこと（特に「精神病質」＝反社会性人格障害に対する使用）」

が挙げられる。負の歴史を繰り返さないためにも、折々に原点の議論に戻る姿

勢が必要である。 

現代のニューロモデュレーション法＊は、過去のロボトミー＊と比較すると、

一見したところ人体への侵襲性は低い。とはいえ、一方には明らかに外科的治

療に属する治療（DBS）もあれば、脳に直接の物理的刺激を与えない方法（ニ

ューロフィードバック法）もあるなど、方法によってその侵襲性は多彩である。

すべてのニューロモデュレーション法＊は脳に対し何らかの変化を与える点

では共通しているが、そう言ってしまうと、薬物療法であれ心理療法であれ、

精神に作用する治療法はすべて、脳に変化を与える治療である。つまり脳に作

用する様々な治療法の一部について「ニューロモデュレーション法＊」の総称

が与えられており、技術的にもかなりの幅のある治療法がそこに含まれてい

ることになる。 

そのような中、外科手術を要さないニューロモデュレーション法＊も「精神

疾患に対する神経外科的治療」の一環として法的規制の対象にするべきなの

か、国によって対応は多様で注意を払う必要がある 36)。例えばフランスでは、

ニューロモデュレーション法＊が人間の健康に重大な危険をもたらす場合、あ

るいはもたらす疑いがある場合は、専門審議会の意見を経て、政令によりその

行為または手技・機器の使用を禁止できる規定が、2021 年８月の法改正で新

設された13。治療技術のこのような多様性を鑑みると、ニューロモデュレーシ

ョン法＊の臨床応用の可否は、脳への物理的侵襲性の有無（外科的手技の有無）

という観点だけでなく、①医学的根拠、②技術的妥当性、③医療職の自律と自

己管理（狭義の医の倫理）、④一般社会からの信頼と受け入れ（いわゆる生命

倫理）の観点から個別に検討することが必要となる 37)。 

以下、パーキンソン病＊など神経疾患への臨床応用との比較において、精神

疾患（統合失調症＊、うつ病、強迫症＊など）へのニューロモデュレーション法
＊を用いる場合に、特に考慮すべき論点を列挙する。 

①精神疾患の多くでは、疾患を特徴づける採血結果や脳画像所見などの生物

学的指標（バイオマーカー）＊が限られており、診断は主として患者の主観

体験と医療者による行動の質的評価によって行われる。精神疾患の診断プロ

セスが持つこのような特徴により、当初認可されていた疾患からそれ以外の

疾患への安易な適応拡大が、現場の「臨床判断」のレベルで行われやすくな

 
13 これは、2021 年 8 月 2 日に制定されたフランスの生命倫理立法の最新版の中に含まれる

「神経科学・神経技術（neurosciences / neurotechnologies）」の倫理的監督強化」に該当する。  
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る。本来は適切に認可された治療法であっても、安易に適応拡大されうる危

険性を認識し、特に精神疾患では、治療の実践の管理が厳重に行われなけれ

ばならない。 

②精神疾患の多くでは、治療に同意するか拒否するかに関する意思決定能力

自体が、疾患の一部として損なわれることがある。ニューロモデュレーショ

ン法＊の認可や実践においては、患者の意思決定能力の評価、及び、意思決

定能力が不十分な場合の代理意思決定のプロセスについて、それらをどのよ

うに制度設計に組み込むかという観点が含まれなければならない。 

③精神疾患の多くは負のイメージ（スティグマ＊）を帯びてきた。一方精神

疾患はもっぱら治療の対象であるという医学モデルからの発想の転換で、今

日精神疾患とみなされる状態の一部は、むしろ個性や人間の多様性とみなす

べきであり、変化すべきは「患者」の側ではなく、社会の側であるという見

解が説得力を持って主張されている 38)39)。また、治療の目的が患者本人の利

益ではなく、周囲の人たちの利益を目指すものとなってしまうことにも注意

が必要である。未来の精神医学のあるべき姿は、信頼できる医学的治療と多

様性に寛容な社会の形成との両輪で実践されるべきであろう。ところがニュ

ーロモデュレーション法＊という技術には、現実には技術的限界があるとし

ても「脳はいかようにも変化させられる」というイメージを惹起させる。精

神医学のあるべき姿についての哲学を欠いたまま、ニューロモデュレーショ

ン法＊のイメージと普及が先行すると、未来の精神医学に暗い影を落としか

ねない。 

④精神疾患の多くでは、健康つまり精神疾患を持たない状態との境界が、他

の疾患と比較して曖昧な場合が多い。これにより、本来疾患を治すために開

発された治療法が、健康人の能力向上（エンハンスメント＊）へと転用され

る可能性が生まれる。ニューロモデュレーション法＊のエンハンスメント＊

としての活用は、慎重に行えば、身体的な機能や認知能力の向上という形で

の人類の進歩につながりうることが期待されるものの、倫理的に様々な懸念

を生む。例えば、認知機能のエンハンスも含めた事実上無制限な医療技術の

適応拡大、本来の医療技術が医療の管理外に出ることによる質の低下と安全

性への懸念、「人間はよりよい状態に改良してしかるべき」という価値観の

拡大による「人間性」に対する懸念などである。さらには、エンハンスメン

ト＊としてのニューロモデュレーション法＊の活用は、民生目的だけでなく

軍事目的にも使われ得るということは念頭に置くべきであろう。このような

研究の適切性について社会と共に真摯な議論を続ける姿勢が、科学者コミュ

ニティには求められる。 
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８ 脳科学者と社会との対話のありかた 

以上に述べたように、脳科学における倫理的課題は研究者や医師などの専門

家のみによって議論されるのではなく、社会との対話を通じての合意形成が必

要である。今後、脳科学研究がヒト脳の理解とともに疾患制御へと前進する中

で、現在は存在しない倫理問題が出現する可能性が想定される。脳科学研究が

「どのようなゴールに向かって(what)進むのか」、「どのような方法を用いて

(how)進むのか」、脳科学研究についての「社会的合意（consensus）」、これら３

要素を俯瞰する学問領域としての神経倫理学を、脳科学研究の重要な一部分と

して組み込んでいく必要がある 9)。 

脳科学と社会の対話の際に留意すべき問題は、(1)自然科学全般に共通の問題

と (2)脳科学に特有の問題とに分けられる。さらに新たな課題として(3) 脳科

学の産業化に関する課題がある。以下、順に概観する。 

(1) 自然科学全般に共通の問題 

科学の専門家と一般社会との対話の際にすれ違いが生じる原因は、多くが

以下の３つである。すなわち、①専門領域の特性への理解度の違い、②保有し

ている専門知識の多寡、③価値観の違いである。このうち①と②については、

専門家と非専門家とで大きな違いがあるのは当然であり、専門領域の特性を

熟知し、その領域の知見を豊富に有しているのが専門家であるのは当然のこ

とである 40)。 

①と②が問題を生じるのは、これらの知識勾配そのものが問題を生じるとい

うよりも、むしろそれが一般社会の科学的判断や営為に対する「無理解」の原

因となっていると専門家が考えがちであるという点にある。このような見方

を「欠如モデル (deficit model)」と呼ぶ。もちろん知識の多寡が適切な判

断を妨げる場合もあるが、萌芽的な科学技術の受容や、科学技術がもたらす

リスクの受け止め方などは専門的知識の多寡によるものではなく、価値観の

相違による可能性もある。専門家がその点を理解せずに、一般社会の萌芽的

科学技術への忌避感を安全性についての知識が不足しているからだと誤解し

て安全性を強調するメッセージを発することは、効果がないどころかむしろ

反発を招いてさらに事態を悪化させかねない。 

脳科学の社会とのコミュニケーションにおいてこの欠如モデルが重要にな

るのは、たとえば新しい脳外科的手術法の適用をめぐる場面が考えられる。専

門医師は当然その手法のプラスの効果と安全性を強調するだろうが、患者や

その家族らにとってはなじみのない外科手術というだけで不安を呼び起こす

可能性が高く、多少成功率は低くてもなじみがあり、既に認められている旧来

の手法を選択したいという要望を抱くかもしれない。患者たちのそのような

思いが安全性に対する認識不足によるものと医師が考え、安全性をいくら強

調しても、新しい手術法を患者とその家族が受入れることはないだろう。真の
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原因である「漠たる不安」を除去することにはならないからである。この不安

を低減するためには、日頃からの医師と患者のコミュニケーションの蓄積に

よる相互の信頼関係が不可欠である。 

このことは、臨床研究に限らず、基礎研究や技術開発でも同じである。社会

は理解する能力がないとみなした瞬間に、コミュニケーションの扉は閉ざさ

れてしまう可能性がある。この点については、既に、より社会実装が進んでい

る再生医療の分野では第５章項目（４）で述べたような患者・市民参画（PPI
＊）が重要視されつつある。さらに、科学者による社会的課題への対応として、

RRI＊という考え方が特に欧州において広まりつつある 30)31)41)。今後、脳科学

によって生み出された技術全てにおいて、このような動向を踏まえて社会実

装を進めて行くことが求められる。 

(2) 脳科学特有の問題 

社会との対話において脳科学に特有の問題は、研究対象である脳のもつ特

殊性に由来する。脳は「知・情・意」が存在している臓器であるという認識は

広く一般に共有されている。すなわち、脳を研究することは心を研究すること

であり、脳を操作することは心を操作することと受け取られる。 

このことは、脳科学に対する一般社会からの強い興味関心をもたらし、研究

成果の社会的認知度を高めるなどのポジティブな効果がある反面、研究の目

的や成果が「心」を直接操作する危険な技術として過剰な受け止め方をされた

り、逆に一見「心」に直接結びつかないような研究成果が軽く見られたりする

というネガティブなバイアスを発生させる可能性がある。このようなバイア

スを少なくするためには、「心」から遠いように思われる研究成果の意義をも、

わかりやすく繰り返し発信し続ける必要があるだろう。まずは、科学者が社会

に対して過剰な期待を喚起するような表現を使うことは避ける必要があると

同時に、科学者の発表を伝達するメディアも、誇張のない、公平性を保った表

現による報道を行うことが望まれる。両者が冷静な情報発信を行うことで、偏

りなくバランスの取れた倫理的課題の議論を社会全体で進めることができる

ようになるだろう。 

例えば、神経オルガノイド＊研究においては、正確な科学的視点が反映され

ないままに、「考える脳の構築」や「動物のヒト化」などを想起させるような

現状と乖離した議論や、科学技術の進捗と乖離した法整備の議論などは ELSI
＊研究として不適切と認識すべきであろう。また、再生医学分野では、国際幹

細胞学会（ISSCR）が策定するガイドラインにおいて、研究開発の途上にある

介入行為について、「幹細胞を用いた介入」、「新たな介入」という慎重な表現

を用いて、ガイドライン中で「治療法」（therapy）といった表現を用いないよ

う努めている。そうした背景もあってか、2021 年版では当該の介入法が「治

癒（cure）」をもたらすことを示唆する表現は、よほどの根拠がない限りは避
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けるべきと指摘している 13)。このようなコミュニケーションの留意点は、脳

は高次機能を統御する組織であり、その障害には生活の質や予後に直結する

疾患が多いという脳科学領域の特徴を踏まえ、特に注意を払う必要がある。オ

ルガノイドのようにこれまでと全く異なるアプローチであったり、まったく

新たな治療法を確立したりすることを目指した再生医療・細胞治療の研究は

社会の注目を集めやすく、期待は強くなりがちである。さらに、神経疾患や精

神疾患に対するニューロモデュレーション法＊は、脳に直接刺激を加えること

の安全性に対する懸念への十分な説明が必要となる。そのため、患者や家族、

社会に誤った現状認識が醸成されないよう、特に注意を払ったコミュニケー

ションが必要である。今後、国内でのプレスリリースや患者コミュニティへの

説明などでも十分に考慮した上で、社会との知識の共有も含めたよりよい脳

科学研究を構築していく必要がある。 

(3) 脳科学の産業化に関わる課題について 

脳科学研究の成果は、製薬会社、食品産業、医療機器メーカーに活用され、

また既にニューロマーケティングという形で消費者の心理を把握するための

手段として広告業界においてもその有効性が注目されつつある。このような

研究成果の産業化・商業化が進む中で、研究の独立性、透明性、そして利益相

反の問題についての議論が必要である。 

(4) 人工知能（AI）の発展に伴う課題について 

近年の AI の発展は、当然ながら、神経科学研究にも大きな影響をあたえて

いる。AI の使用により、大規模データの解析がより迅速化することから、こ

れまでに述べてきた専門家と非専門家の間の認識の違いに関する懸念が急速

に拡大する可能性がある。他方、それに加えて、AI が結果を出す過程が外か

ら見えてこないことから、研究者自身の理解や判断がブラックボックス化す

ること、それによる説明責任が低下してしまうことなどが懸念される。その他、

人間の脳と AI を直接接続した場合の人間の自律性の問題など、様々な懸念が

議論され始めているが、それらに対しては、本見解の第４章「神経オルガノイ

ド研究における倫理的課題」と同様に、科学の発展段階を的確にとらえた冷静

な議論が重要である。さらに、AI 研究および応用に際しては、倫理的ガバナ

ンスの国際的枠組みおよび国内の動向との整合を図ることが不可欠である。

とくに、OECD が 2019 年に採択した「AI に関する原則（OECD AI Principles）」

（2019 年５月; 2024 年５月改訂）や、日本学術会議提言『生成 AI を受容・活

用する社会の実現に向けて』（2025 年２月 27 日）に示された方向性を踏まえ、

透明性、公正性、説明責任を確保した AI 活用体制の構築が求められる 42),43)。 
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９ 見解 

以上を綜合し、以下のように見解を申し述べる。高度に専門化、細分化してい

る現代の脳科学において、専門的見地からの学術的意義と一般社会からの要望

とに乖離が生じるのはある程度やむをえないことであるが、学術研究の成果が

一般社会から乖離した状態が放置されれば、その分野の研究全体が社会からの

支持を得ることが難しくなってしまう。脳科学研究者は、神経系を再生する技術

や脳情報を抽出して操作するといった技術が内在する倫理的課題について、個

人として、研究の社会的責任を自覚し、研究成果の適切な利用と普及、さらに社

会への説明責任を果たす必要がある。それとともに、専門家集団（学術団体）と

して、これらの多様な倫理的課題を正しく理解するとともに、一般社会とのギャ

ップを決して放置しないこと、そして科学的厳密性は守りつつ、そのような社会

からのニーズにも適切な配慮を忘れないための施策を講じることが求められる。

そのためには、専門外の人たちとコミュニケーションを図る上で基本的に重要

となる進め方を理解すること、そしてそのためにはサイエンスコミュニケータ

ーとの連携も必要である。このように科学者個々人の問題とともに、専門家コミ

ュニティ全体が対処すべき問題の両方が存在する。他方で、神経倫理に関する議

論は国際的に活発に行われており、国際動向を把握しつつ、日本としての方針を

明確にしていく必要がある。 

以上の議論を踏まえて、これらの課題に対処するためには、それぞれの研究者

が現代の脳科学の諸領域それぞれに内在している倫理的課題を正しく理解する

とともに、脳科学の推進に関わる研究プロジェクトの課題設定には必ず倫理的

課題を取り扱う場をプロジェクトの推進母体に設置することを期待したい。さ

らにはそれをもとに、当事者や異分野の専門家、そして市民も含めて、常に新し

い技術や研究成果が社会に与える倫理的インパクトについて議論して社会的合

意を形成する審議会を設置して指針を作成すること、そしてその議論の内容を

国内外に発信し、必要であれば法的な枠組み作りを進めていくことを見解とし

て提案したい。 

上記の議論を整理した図を以下に添付する。 
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（図）本見解のまとめ。左に現在の神経再生、脳情報の抽出と操作という脳科

学の分野の基礎研究と臨床研究/応用における倫理的課題とその背景や現状を

まとめ、右にその解決に向けた専門家と社会の対話の重要性を掲げた。 
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＜用語の説明＞（本文中に＊を付したもの。五十音順） 

アセンブロイド研究：複数種類の脳オルガノイド（脳の特定領域を模したミニ

組織）を分化させ、それらを人工的に融合(assemble）させて、より複雑な脳回

路や発達過程を再現する研究手法のこと 

 

アンメットメディカルニーズ：有効な治療法が存在しない病気や既存の治療で

は効果が不十分か、副作用が大きいなど、まだ十分に満たされていない医療上の

ニーズのこと。 

 

エンハンスメント：個人の知的能力や身体能力を介入的な治療法によって増強

すること。 

 

概念実証：PoC（Proof of Concept）とも呼ばれ、新しいアイデアや技術が実現

可能かどうかを小規模に検証すること。 

 

患者・市民参画(Patient and Public Involvement: PPI)：医療や健康の分野に

おいて、患者や市民が積極的に医療の意思決定、研究、政策立案、サービス提供

のプロセスに関与すること。イギリスはこの概念の発祥国といえるが、日本でも

平成 29 年に健康・医療戦略推進本部が策定する「医療分野研究開発推進計画」

が改訂された際、「Ⅱ．集中的かつ計画的に講ずべき医療分野研究開発等施策の

項目 1．の(1)①臨床研究及び治験実施環境の抜本的向上の必要性、(vi)患者と

の連携及び国民への啓発活動等への取組」において「臨床研究及び治験の実施に

当たっては、その立案段階から被験者や患者の参画を促進するとともに、患者・

国民への臨床研究及び治験の意義やそれが国民にもたらすメリット等について

の啓発活動を積極的に推進する必要がある」と明記され、国が支援する研究課題

において PPI を重視することを示した。 

 

機能的近赤外分光法（fNIRS）：近赤外光を使って脳の表層の血流量や酸素の供

給状態をリアルタイムで観察し、脳の機能的な活動を間接的に評価する技術。 

 

強迫症：自分でも「やりすぎ」「おかしい」とわかっているのに、やめられない

考えや行動が続いてしまう病気のこと。 

 

筋萎縮性側索硬化症（ALS）：主に大脳皮質、脳幹、脊髄の運動神経が変性脱落し、

筋肉の動きや制御を徐々に奪う進行性の神経変性疾患。全身の筋萎縮、筋力低下

を引き起こし、進行すると呼吸筋麻痺をきたし、人工呼吸器を使用しなければ生

命に関わる状況に至ることが多い。 
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クリニカル・トランスレーション：基礎研究で得られた知見を、実際の医療（診

断・治療・予防）に応用できる形へと発展させる一連のプロセスのこと。 

 

経頭蓋磁気刺激：磁場を利用して脳に非侵襲的に刺激を与える治療法又は研究

技術。 

 

経頭蓋直流電気刺激：低強度の直流電流を頭皮を通じて脳に送ることで、神経

活動を調整する非侵襲的な技術。 

 

サイトカイン：免疫系をはじめとするさまざまな細胞間で情報を伝達する役割

を持つ小さなタンパク質のこと。主に細胞間のコミュニケーションを調整し、免

疫反応や炎症反応、細胞の成長、修復などの生理的プロセスを制御する。 

 

ジストニア：自分の意志とは関係なく筋肉が勝手に収縮することで、体がねじれ

たり、姿勢に異常が生じる病気で、大脳基底核の障害によるとされる。 

 

自閉スペクトラム症：社会的なコミュニケーションや社会的な関係に困難を感

じることを特徴とする発達障害の総称。対人関係や会話の難しさ、特定の対象へ

のこだわり、感覚過敏などを特徴とする場合が多い。 

 

集束超音波治療：高エネルギーの超音波波束を体内の特定の部位に集中させる

非侵襲的な治療法で、外科的手術や放射線療法の代替として、腫瘍の破壊や慢性

疼痛の緩和、神経疾患の治療など幅広い用途で使用されている。また、低エネル

ギーの集束超音波は一過性に目的の部位の神経活動を変化させることができる。 

 

障害調整生命年(DALY)：公衆衛生や疫学の分野で使用される指標で、病気や障

害が個人や集団に与える健康への影響を定量的に評価するもの。 

 

小頭症：頭の大きさ（頭囲）が年齢や性別に比べて著しく小さい状態を指す。原

因として、妊娠中のウイルス感染、遺伝的な病気・染色体異常、妊娠中の栄養不

足や薬物・アルコールの影響や出生時の重篤な脳損傷が挙げられる。 

 

神経オルガノイド：オルガノイドとは、Organ(組織)＋oid(のようなもの)という

組み合わせによる造語で、神経オルガノイド＊は「生体の神経組織のようなもの」

という意味になる。神経オルガノイド＊研究は理化学研究所の笹井芳樹研究室に

よって開拓された無血清凝集浮遊培養法を起源とし、2005 年にマウス ES 細胞か
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ら 3 次元大脳皮質組織の作製 44)、2008 年にはヒト ES 細胞から 3 次元大脳皮質

組織を作製したと報告し、これらの論文が大脳オルガノイドの起源とされる 45)。

その後、2013 年にオーストリアの Knoblich 研究室が大脳皮質・神経網膜・脈絡

叢などの複数の部位を含む 3 次元組織の分化誘導を報告し、その際に大脳皮質

部分を指して大脳オルガノイド(Cerebral organoid)と呼称したことが、神経研

究領域においてオルガノイドという呼称が用いられる端緒となった 46)。オルガ

ノイド研究領域では、Knoblich らのように複数領域を同時に分化誘導する神経

オルガノイド＊は自発的オルガノイド(もしくは無誘導オルガノイド)と分類さ

れ、笹井研究室のように特定の領域を分化誘導する神経オルガノイド＊は領域化

オルガノイドに分類される。これまでに分化誘導の報告がある領域化オルガノ

イドには、大脳皮質、神経網膜、海馬、脈絡叢、視床下部、下垂体、中脳、小脳、

脊髄などが含まれる 16)47)-57)。 

 

神経幹細胞：分裂して自己複製（自己更新）すると同時に、特定の種類の神経系

細胞に分化する能（多能性）を持つ細胞の一種である。 

 

心理的連続性：時間が経過しても「自分は自分である」と感じられる心理状態が

継続している。 

 

スティグマ：特定の個人や集団に対する否定的なレッテルや偏見、社会的な烙

印。 

 

生物学的指標（バイオマーカー）：体内で起こっている生物学的な変化や状態を

反映する物質や現象のこと。 

 

脊髄筋萎縮症：脊髄前角の運動神経細胞が変性し、筋肉の萎縮と筋力低下が進行

する遺伝性の常染色体潜性神経筋疾患。 

 

脊髄後根侵入部破壊術：慢性的な神経痛や難治性の痛み、特に薬物療法や他の

治療法が効果を示さない場合に適応される手術で、脊髄の後根侵入部（感覚神経

が脊髄に接続する部位）を破壊する。 

 

線形傾斜磁場による画像化原理：磁気共鳴画像法の基本的な仕組みの一つで、

線形傾斜磁場を使って、場所ごとに磁場の強さを変え、位置情報を「周波数」や

「位相」に結びつけて画像を作る原理のこと。 

 

多能性幹細胞（pluripotent stem cell）：体を構成するすべての細胞に分化で
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きる能力（多能性）を持つ幹細胞のことで、ES 細胞と iPS 細胞が含まれる。 

 

定位的頭蓋内脳波：脳の深部や皮質内に細い電極を立体的（定位的）に挿入して

記録する脳波検査法。主に難治性てんかんの原因部位（てんかん焦点）を正確に

特定するために行われる。 

 

てんかん焦点凝固術：てんかん発作の原因となる脳内の異常な電気活動の発生

源（てんかん焦点）を特定し、その部位を焼灼、凝固することで発作を抑える治

療法。点切除が困難な場合の代替として行うことが多い。 

 

統合失調症：現実とのつながりが上手く保てなくなる精神疾患で脳の機能障害

による。主たる症状としては、陽性症状としての幻覚・妄想・思考の混乱、陰性

症状として意欲低下、感情平たん化、活動性の低下、また認知機能障害が観察さ

れる。 

 

特徴量：あるデータや物体を表現するために抽出した重要な情報、例えば画像で

あれば色や形、音声であれば音の高さや強さなどのこと。特定の疾患の特徴量は

バイオマーカーとして取り扱われる可能性がある。 

 

ニューロフィードバック治療：脳の活動（脳波や脳血流など）をリアルタイムで

可視化し、患者がその情報を手がかりに自分の脳活動を望ましい状態へ調整で

きるよう訓練する治療法のこと。 

 

ニューロモデュレーション法：侵襲的あるいは非侵襲的に神経や筋に介入する

ことでパーキンソン病やジストニアなどの運動障害疾患や慢性疼痛等の治療や

脳梗塞・脊髄損傷後の機能回復を促す治療法。 

 

認知的自由：自分の「心」や「考え方」を自分自身で制御する権利のこと。 

 

脳磁図：脳の神経活動に伴い、ニューロンが電気信号を発生させた際に生じた非

常に微弱な磁場を検出し、脳の活動をリアルタイムで計測・解析する方法。 

 

脳深部刺激療法(DBS): 脳の深部に電極を埋め込み、弱い電気刺激を継続的に与

えることで、異常な神経活動を調整し、症状を改善する脳神経外科的治療法。 

 

脳深部破壊術：脳の深部にある特定の領域を物理的、化学的、または放射線的に

破壊することで、その領域の異常な活動を抑制し、疾患の症状を緩和する外科的
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手法。 

 

脳波：脳の神経細胞が活動する際に生じる微弱な電気信号を記録したもので、脳

の状態や活動を評価するために広く使用されている。 

 

胚性幹細胞（ES 細胞）：受精卵から分離された細胞で、体を構成するすべての細

胞に分化できる能力（多能性）を持つ幹細胞のこと。 

 

パーキンソン病：中脳の黒質にあるドパミンを産生する神経細胞が徐々に死滅

することによって振戦、筋固縮、動作緩慢などの運動障害が引き起こされる、ア

ルツハイマー病に次いで高齢者に多い神経変性疾患。自律神経症状、睡眠障害、

精神症状などの多彩な非運動症状も伴う。 

 

バクロフェン：抑制性の神経伝達物質 GABA の B 型受容体のアゴニスト（作動薬）

として作用する。この受容体の活性化により、神経伝達物質の放出が抑制され、

筋緊張が低下するため、筋肉のけいれんや痙縮を緩和するために使用される。 

 

不随意運動：自分の意思とは関係なく、身体が震える、不規則に動くといったよ

うに勝手に起こってしまう動きのことで、大脳基底核の障害で起きることが多

い。 

 

ブレイン・コンピューター・インターフェース（BCI）: 脳とコンピューターを

直接つなぐことで、考えただけでコンピューターや機械などの外部機器を動か

す技術のこと。 

 

ボツリヌストキシン：ボツリヌス菌という細菌が産生する強力な神経毒素で、

神経と筋肉の間のシナプスに作用し、神経伝達物質のアセチルコリンの放出を

阻害することで、筋肉の収縮を一時的に抑制するため、医療や美容の分野で幅広

く使用されている。 

 

反精神医学：現代の精神医学の理論や実践に対して批判的な視点を持つ思想や

運動。1960 年代から 1970 年代にかけて活発になり、精神疾患の概念、診断方法、

治療手法、精神医療制度の役割などに疑問を投げかけた。 

 

閉ループの DBS：脳から抽出された信号を基に DBS（深部脳刺激）の刺激パラメ

ターを決定するという様式の DBS。外部からの制御が加わらず、システムが特定

の方向に暴走することに関することを懸念する見方もある。 



29 
 

 

ロボトミー（前頭葉白質切截術）：1940 年代から 1950 年代にかけて精神科医療

で行われた外科的手術の一つで、前頭葉と脳の他の部分を結ぶ神経回路を切断

することにより、精神疾患や行動障害の症状を軽減しようとするもの。しかし、

種々の倫理的な問題により、現在では行われていない。 

 

Batten 病：主に幼児期または思春期に発症し、神経系に深刻な影響を与える一

連の希少な遺伝性神経変性疾患の総称。 

 

ELSI(Ethics, Legal, Social Issues): 科学技術の研究や応用に伴う倫理的、

法的、社会的な側面を考察するための概念や枠組み。科学技術の発展が社会に与

える影響を包括的に評価し、その成果が人々に有益でありながら、倫理的で公平

な方法で利用されるようにすることを目的としている。 

 

EV(Extracellular Vesicle)：細胞から分泌される小さな膜で囲まれた構造体の

こと。細胞間のコミュニケーション、物質の輸送、細胞の情報の伝達など、さま

ざまな生理的過程に関与する。 

 

ex vivo 遺伝子治療：患者の細胞を体外で操作して遺伝子治療を行い、その後に

改変した細胞を患者の体内に戻す治療法。 

 

GDNF：神経栄養因子の一種で、神経細胞の生存、発達、維持に重要な役割を果た

すタンパク質。特に、ドパミン神経細胞に対して強い保護効果を持っており、パ

ーキンソン病などの神経変性疾患の遺伝子治療への応用可能性が注目されてい

る。 

 

Graft：組織や細胞、臓器を一つの個体から別の個体、または同じ個体内で移植

する組織片。 

 

iPS 細胞：体細胞（皮膚細胞や血液細胞など）に特定の遺伝子を導入することで、

人工的に多能性を持たせた幹細胞。 

 

Pelizaeus Merzbacher 病：髄鞘（神経線維を包む脂質の層）の形成に異常をき

たす遺伝性の神経疾患。主に男性に多く見られ、その原因遺伝子は X 染色体上

に位置する。 

 

Responsible Research and Innovation（RRI）：科学技術の研究と革新のプロセ
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スにおいて、社会的な責任を果たすことを目指す枠組みであり、研究や技術開発

が社会的、倫理的、法的な観点からも持続可能で有益な結果を生むことを確保し

ようとするアプローチ。  
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日本移植学会からの課題と提案、生命倫理分野からの課題と提案、各分野のアクシ

ョンプランのとりまとめ等 

2022 年 

６月 20 日 （第 25 期・第５回） 

各分野のアクションプランのとりまとめ、今後の活動方針について等 

９月 13 日 （第 25 期・第６回） 

今後の活動方針について、次回シンポジウムの課題について等 
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10 月 28 日 （第 25 期・第７回） 

今後の活動方針について、次回シンポジウムの課題について等 

2023 年 

２月 13 日 （第 25 期・第８回） 

今後の活動方針について、次回シンポジウムの課題について等 

９月 26 日 （第 25 期・第９回） 

今後の活動方針について、次回シンポジウムの課題について等 

2024 年 

７月 30 日 （第 26 期・第１回） 

役員の選出、今後の活動方針、次回シンポジウムの課題について等 

12 月９日 （第 26 期・第２回） 

移植医療の現状と課題について参考人より意見聴取、次回シンポジウムについて

等 

2025 年 

７月 16 日 （第 26 期・第３回） 

再生医療の現状と課題について参考人より意見聴取、次回シンポジウムについて

等 
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＜参考資料２＞シンポジウム開催 

 

公開シンポジウム 

「神経科学領域の倫理的課題」 

 

主 催：日本学術会議基礎医学委員会神経科学分科会、基礎医学委員会・臨床

医学委員会合同アディクション分科会、臨床医学委員会脳とこころ分

科会、移植・再生医療分科会 

日 時： 2022 年８月 27 日（土）13：00 ～ 17：20 

場 所：オンライン開催 

開催趣旨： 

 脳科学の発展に伴い、様々な倫理的課題が無視できない状況になっている。

基礎的な研究においても、ヒトの心の在り方を「読み取る」技術や「操作す

る」技術が開発され、また再生医学の発展に伴い、神経幹細胞や神経組織を

「創り出す」技術も発展を遂げている。そしてそれらも含めてより介入的な方

法で精神神経疾患を「治療する」時代が訪れようといている。このような動向

は、これまで難治性とされていた精神神経疾患で苦しむ患者や家族にとって朗

報でありつつも、「心の在り方」を変容させてしまう懸念を伴っている。この

ような状況における倫理的課題について立場を超えて議論し、社会的合意を醸

成する場としたい。 

プログラム： 

13:00 開会挨拶 

伊佐 正（日本学術会議第二部会員、京都大学大学院医学研究科神経生物学分野

教授） 

 

◇ 第一部講演 

総合司会 伊佐 正（日本学術会議第二部会員、京都大学大学院医学研究科神経

生物学分野教授） 

 

第１セッション「神経科学研究における倫理的課題」 

13:10 『ヒト脳機能イメージング研究における倫理的課題』 

定藤 規弘（日本学術会議連携会員、自然科学研究機構生理学研究所システム脳

科学研究領域心理生理学研究部門教授） 

13:30 『脳オルガノイド研究における倫理的課題』 

澤井 努（広島大学人間社会科学研究科准教授） 
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第２セッション「臨床医学における介入治療に関する倫理的課題」 

13:50 『ニューロフィードバック治療における倫理的課題』 

川人 光男（日本学術会議第二部会員、株式会社国際電気通信基礎技術研究所脳

情報通信総合研究所長・ＡＴＲフェロー） 

14:10 『当事者から見た神経倫理』 

熊谷 晋一郎（日本学術会議連携会員、東京大学先端科学技術研究センター当事

者研究分野准教授） 

 

休憩（20 分）（14：30～14：50） 

 

第３セッション「再生医学分野における倫理的課題」 

14:50  『脊髄損傷治療における神経倫理』 

岡野 栄之（日本学術会議連携会員、慶應義塾大学医学部教授・医学研究科委員

長） 

15:10 『網膜疾患治療における神経倫理』 

髙橋 政代（日本学術会議連携会員、株式会社ビジョンケア代表取締役社長、神

戸市立神戸アイセンター病院研究センター顧問） 

 

第４セッション「社会から俯瞰した神経倫理」 

15:30 『医療人類学からみた神経倫理』 

北中 淳子（慶應義塾大学文学部教授） 

 

休憩（20 分）（15：50～16：10） 

 

◇ 第二部講演 

総合司会 髙橋 良輔（日本学術会議連携会員、京都大学医学部医学科教授） 

16:10 パネリスト：上記講演者に加えて 

佐倉 統（日本学術会議特任連携会員、東京大学大学院情報学環教授） 

高橋 真理子（ジャーナリスト、元朝日新聞科学コーディネーター） 

藤田 みさお（京都大学 iPS 細胞研究所特定教授） 

村井 俊哉（日本学術会議連携会員、京都大学大学院医学研究科脳病態生理学講

座（精神医学）教授） 

貴島 晴彦（大阪大学医学系研究科教授） 

 

17:10 閉会挨拶 

髙橋 良輔（日本学術会議連携会員、京都大学医学部医学科教授） 

 


